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令和５年６月結城市教育委員会定例会

○日 時 令和５年６月２６日（月曜日）

○場 所 結城市役所 大会議室１

○出席委員 黒田光浩教育長

赤木信之委員（教育長職務代理者）

中村義明委員

岩﨑勤委員

田中昌希委員

○教育委員会事務局

教育部長 大木博

学校教育課長 福井恵一、指導課長 湯本勝洋、

生涯学習課長 山本賢司、スポーツ振興課長 野村正美、

学校教育課課長補佐兼学務係長 小林洋一

１ 付議案件

（１）議案第１２号 結城市立学校給食センター運営審議委員会委員の委嘱について

＜非公開＞

（２）議案第１３号 結城市スポーツ推進審議会委員の委嘱について ＜非公開＞

２ 報告事項

（１）報告第４号 教育長報告について
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午後１時２５分 開 会

学校教育課長 皆様、改めましてこんにちは。

時間前ではございますが、皆様おそろいでして、本日、傍聴の方もいら

っしゃいませんので、定例会を始めさせていただければと思います。

初めに、配付いたしました資料の確認をさせていただきます。

まず、お手元に事前配付いたしました議案関係の書類がございます。そ

して、大変申し訳ありません。６ページ目、差し替えということで、当日

配付をさせていただきました。また、机の上に４点ほど資料がございます。

１つ目が、冊子になっています第２回管内教育長会議の資料でございます。

２つ目が、令和５年度総体結城予選会の団体の部の結果というものです。

そして、もう１枚が個人の部の結果、そして最後に、第１２回給食センタ

ー調べ隊についてというＡ４のペラ１の資料となっております。

こちら、漏れ等ございませんでしょうか。大丈夫でしょうか。

それでは、繰り返しになりますけれども、本日、傍聴者もおりませんの

で、ただいまから定例会を始めさせていただきます。

それでは、黒田教育長より開会の宣言をお願いいたします。

教育長 本日の出席委員は４名でございます。定足数に達しておりますので、た

だいまから令和５年６月教育委員会定例会を開会いたします。

議事に入る前に、定例会の議事録署名人を指定いたします。赤木委員に

お願いします。

赤木委員 はい。

教育長 よろしくお願いします。

それでは、これより議案の審議に入ります。本日の議案は２件です。

議案第１２号及び議案第１３号は人事案件でございますので、非公開と

したいと考えております。ご賛同いただける方は挙手願います。

（賛成者挙手）

教育長 ありがとうございます。挙手全員。

よって、議案第１２号及び議案第１３号については非公開といたします。

◎議案第１２号 結城市立学校給食センター運営審議委員会委員の委嘱について

＜非公開＞

＜非公開部分削除＞

教育長 では、議案第１２号についてお諮りしたいと思います。

議案第１２号について、原案のとおり決定することに賛成の委員の方は

挙手をお願いします。

（賛成者挙手）

教育長 ありがとうございます。挙手満場。

それでは、議案第１２号については原案のとおり決定いたします。あり

がとうございます。
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◎議案第１３号 結城市スポーツ推進審議会委員の委嘱について＜非公開＞

＜非公開部分削除＞

教育長 では、議案第１３号についてお諮りいたします。

議案第１３号について、原案のとおり決定することに賛成の委員の方は

挙手をお願いします。

（賛成者挙手）

教育長 ありがとうございます。挙手満場。

それでは、議案第１３号については原案のとおり決定いたします。あり

がとうございました。

◎報告第４号 教育長報告について

教育長 次に、報告事項となります。

報告第４号 教育長報告について、私から報告させていただきます。

資料の５ページをお開けください。

報告第４号 教育長報告について。

上記のことについて、別記のとおり報告する。

令和５年６月２６日提出、結城市教育委員会教育長 黒田光浩。

６ページをご覧ください。

まず初めに、教育委員の皆様には、計画訪問に随行していただきありが

とうございます。いろいろなご意見いただいて、助かります。まだ終わっ

ていませんので、これからもまたどうぞよろしくお願いします。

では、まず米印で、コロナ感染症、今もまだやっぱりそちらに書いてあ

るとおり、出ております。５月８日以降出ているところ、結城小学校６年

３組、結城東中２年１組、上山川小学校３年１組ということで、学級閉鎖

も出ております。引き続き、５類に移行されたといいましても、学校では

きちんとうがい、手洗い、あと手指消毒ということで、徹底してやっても

らっております。

その次、順に報告させていただきます。

１、第２回定例会６月１５日から、明日最終日になります。教育委員会

関係の一般質問は、８人１０件の質問がありました。（１）から（８）まで

です。

（１）番、結城南中学校区新設校について、統廃合の再考、住民への周

知、跡地利用についてということです。

（２）不登校支援の推進について、ＣＯＣＯＬＯプランということで、

各小中学校にフリースクールを設置できないかということです。

（３）通学路の交通安全について、（４）学校経営についてと学校の適正

配置について、（５）学校給食について、食材あるいはオーガニック給食に

ついて、（６）体育館のエアコン設置について、（７）学校給食の無償化、

新設校の調査結果報告について、（８）小中学校給食費完全無償化について。
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教育福祉委員会が６月２２日木曜日にありました。今回は、現地調査は

ございません。審議としましては、教育委員会関係では結城南中学校区新

設校建設事業費についてと、あと、学校給食センター運営管理経費という

ことについての質問がありました。

２番号です。各種通知文について。

１番、酒気帯び運転について、６月１０日ということで、またどこだか

は分からないんです。恐らく明日、新聞発表になるかと思います。今日、

県教育委員会と、あと懲罰委員会がありますので、あしたの新聞発表にな

ると思います。中学校で、校長先生方には言わないで土曜日にプライベー

トで飲み行って、その後乗り出して、摘発されたということらしいです。

そこまでしか分かりません。

（２）中学校理科の実験に係る安全確保の徹底ということで、５月２４

日には牛久の中学校、５月３０日には下館南中学校で、同じように理科の

実験での事案が発生しております。

（３）野球の移動式バッティングケージの転倒等による事故防止につい

て。どこかで倒れて、亡くなったということがあって、それについて安全

確保ということでありました。

そのほかにもいろいろと何かニュースを騒がせていることがあって、そ

の都度、各小中学校には指示をしているところです。熱中症、タブレット

のメモ、タブレットをそのままにしておいて先生が職員室へ行っちゃって、

そこにメモしたやつが全部見られてしまったということ。あとは、給食を

無理矢理食べさせているという、そういう事案が、これは保育所だったん

ですかね、があったと。あと、ジャガイモの調理実習で、ジャガイモの芽

を食べて何か食中毒になったという、そういう事案も新聞に出ておりまし

た。どこでどんなことがあるのかというのは本当に分からないようなとこ

ろで、いろいろと出てくるということを感じました。

３番です。夏期休業に向けて。

（１）服務規律の確立。コンプライアンス、いじめ問題への対応、部活

動。部活動切替え人事の部活、好ましい人間関係、熱中症対策ということ

で指示をしております。あとは、教育公務員としての立ち居振る舞い、挨

拶、出勤・退勤時刻の服装。夏休み部活動に来るのに、ビーチサンダル、

ハーフパンツで学校に来るなんていうのはもってのほかだと思います。常

に誰かに見られているという意識を持って、せめて結城市の小中学校の先

生方には指示したいと思っております。

（２）番、水難事故防止、水泳指導の確認ということ。あとは、交通事

故防止。児童生徒、あとは、もちろん職員も交通事故防止に気をつけてく

ださいということで指導したいと思います。

（３）通学路危険箇所点検。児童生徒の目線、教師の目線ということで、

もう一度確認していただければと考えております。

（４）番、休業中、子供だけでの在宅時、多くなるかと思います。ＳＮ
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Ｓ、出会い系サイト、不審電話、家出ということで、そういう生活態度に

ついての指導をしていきたいと考えております。

４番、その他行事等ということで、（１）教員採用試験、昨日ありました。

小学校はいろいろと教科によっては違うんですけれども、小学校が２.２倍、

中学校が５教科の平均が３.５倍、体育１２.７、社会６.７、１次発表が７

月１９日です。ちなみに、高校の５教科は７.５倍、体育２４.８倍、特別

支援学校が２.３倍、養護教諭が１７.５倍、栄養教諭が１５.６倍というこ

とになっていますが、小学校も中学校もこれで併願ということですので、

実質倍率は、小学校は多分２倍は切ってくるんじゃないかなというような

感じはしております。

（２）番、第２７回きぬ川ふれあい広場ホタル祭り、７月１日土曜日、

下水浄化センター北側の広場で行われる予定です。

（３）北関東野球大会、前に皆さんにお知らせしたよりも１日ちょっと

早まっております。というのは、参加校がそれほど多くなかったもんです

から、１日詰めて２３から２６日、２７日を休養日、２８日金曜日が最終

日ということになっております。以前お話ししたところでは２９日の土曜

日が最終日になっていたかと思うんですが、１日、そちらのほうずれてお

りますので、よろしくお願いします。

（４）福井市交流事業、結城に来るのが７月２１日から２３日、福井へ

行くのが８月１８日から８月２０日までということになっております。

（５）番、給食調べ隊については、別紙にあるとおりでございます。広

島派遣団団結式が７月２８日、行くのが８月５日、６日、７日ということ

になっております。郷土巡検が７月３１日にございます。

（６）子ども議会、２年に１回開催しておりますが、今年度開催の年に

当たっておりますので、７月２６日水曜日に子ども議会開催の予定です。

一番下に、第２回管内教育長会議、６月２３日の金曜日にございました。

資料を皆さんにお配りしてありますが、湯本課長、何かそちらのほうで簡

単に説明があったらお願いします。

指導課長 先月２３日に管内教育長会議ということで、教育長に随行して参加して

きました。各市町の教育長さん方が集まって、会議があったわけなんです

けれども、その中で、資料に従って説明があったんですが、各市町の様子

のほうを教育長さんから話が出た内容について、幾つかお話しさせていた

だきたいと思います。

まず、常総市からなんですけれども、水海道中学校が夜間中学校という

ことで、県内初の夜間中学校が開設されまして、やっと３年生、今年の３

月で３年生まで卒業をすることができた。で、様々な外国籍の生徒さんだ

ったり、一番上は７７歳の方が卒業したという報告がありました。その７

７歳の方につきましては、もっともっと勉強したいんだよということで、

もっともっといたいんだということで話あったそうなんですが、一応、卒

業という区切りでということで話がありました。



6

その中で各市町のほうに話があったのは、ぜひ不登校の児童だったり生

徒さんがぜひそういう機会で夜間中学校も活用してもらいたいと。様々な

形で実績を残し始めているので、ぜひそういう形で協力をお願いできれば

ということで話もありましたので、また夏休み前に事前の説明会等があり

ますので、それを活用してほしいということで、今度の校長会でもその話

はさせていただきたいなというふうに思っているところでございます。

あとは、資料の中で一番後ろ側のページで、カラーのページなんですが、

部活動地域移行の進捗ということで、資料のほうが載っています。今、ち

ょうど結城の教育委員会のほうでも、スポーツ振興課を中心に部活動の地

域移行のほうについて進めているんですけれども、その各市町のお話の中

で出たのは、やはりなかなか現状として進んでいないという状況だと。国

のほうも、少しやるぞという形で勢いがあったんですけれども、ここ最近、

高校野球の問題だったり、あとは公立と私学の問題だったり、そういうの

で少しずつトーンダウンしているので、地域移行というよりも、まず連携

をしてから移行だよと、少しトーンダウンをしているという話も受けて、

各市町でどんな形で進めているのかななんていうので情報交換あったんで

すけれども、各教育長さんのほうでも悩ましい発言がいっぱいあったんで

すが、本当にまず国がやってくれなくちゃどうしようもないねと、お金の

面もそうだし、一気にやめちゃえばいいんじゃないかなと。もう最初にも

う部活はやりません、と決めて、当然受皿は用意した上で、そういう選択

肢もありだろうという話も、各市町の教育長さんからも話出たり、あとは

やっぱりお金の問題だったり、指導員の問題だったりがいろいろあるので、

なかなか悩ましい問題だということで話が出ました。

あともう一つは、各学校、今、結城市もそうなんですけれども、特別支

援教育につきまして、やはりどこの市町でも悩んでいるところがありまし

て、発達障害がある児童生徒への対応が難しいということで話がありまし

た。当然、子供の問題もそうなんですけれども、そういう子供を育ててい

る保護者の方々のケアが今一番難しいところだよねという話があったので、

先ほど、教育長からも話あったんですが、ＣＯＣＯＬＯプランというとこ

ろで、各学校にフリースクールつくったらどうだなんていう話も出ている

んですけれども、なかなかそこら辺もお金の兼ね合いだったり、人材の兼

ね合いだったりで難しいという話が出ました。やはり、どの市町でも探り

ながらやっているところが現状で、なかなかお金だったり人だったりの問

題って、学校だったり一つの教育委員会で解決することは難しいというこ

となので、情報交換をしながら、少なくとも県西地区だったら県西地区で

ある程度一致団結して頑張っていこうという意識等も含めて、共通理解を

図ったところでございます。

本当に出てきた２つの案件については、まだまだ出口が見えない状況で

あったり、一番は、やっぱり学校の児童生徒のために一番どういう方策が

いいのかというのを、これから我々が考えていかなければならないんじゃ
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ないかなということで話がありました。

以上でございます。よろしくお願いします。

教育長 ありがとうございました。

以上で教育長報告のほうを終了させていただきます。

何か質問等ございましたらお願いします。

岩﨑委員。

岩﨑委員 まずこの１番の議会の一般質問の中で、この統廃合の再考というふうに

書かれているんですが、その辺はどんな話になったのかちょっとお伺いで

きればと思うんですが。

教育長 福井課長。

学校教育課長 それでは、学校教育課のほうでご説明させていただきます。

こちらの質問に関しましては、市議会議員の沼田議員さんから一般質問

をいただいたものです。

統廃合の意思決定の過程において、住民説明が少し不足していたんでは

ないかというような趣旨の下、再考を促すようなご意見を頂戴したんです

けれども、市といたしましては、各種の会議やアンケート、そしてパブリ

ックコメントといったような、合意形成の過程については正式な手続を踏

んでまいりましたので、その辺を丁寧に説明させていただきまして、再考

については今のところ考えていないというような答弁をさせていただきま

した。

以上です。

岩﨑委員 分かりました。ありがとうございます。

教育長 ありがとうございます。

ほかいかがでしょうか。

中村委員。

中村委員 各種通知文の中で、いろいろ大変な通知文がたくさん来るんだと思った

んですが、その一つ分からないのが、これは恐らくそうかなと思っている、

中学校の理科の実験の安全確保というのは、これは例の硫化水素ですか。

教育長 湯本課長、じゃちょっと説明。

指導課長 はい。こちらは中学校理科の硫化水素の実験で、２件発生したというこ

となんですけれども、やはり様子を聞くと、換気はしていると。やはりそ

の換気といったら、窓を開けてある程度実験をやっていたということなん

ですけれども、やはりその嗅ぎ方に問題があったという話でした。結局、

直接試験管を鼻に持っていっちゃったりとか、言い方はあれですけれども、

遊び半分で隣の生徒の顔に近づけたりとか、その辺のところ、理科ですと

気体とか、何か刺激臭の場合には手で仰いで嗅ぐとかって、本当に初歩的

な指導も含めてなんですけれども、多分自分なんかがやるときはベランダ

にもう出ちゃって、ちょうど混ぜたとき、多分中村委員さんはよく分かっ

ていらっしゃると思うんですけれども、入れた瞬間に外に出て、で、当然、

広い場所でその臭いを嗅ぐと。で、この実験は、やはり中学校の理科の中
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では非常に大切な、大切なという、一個一個の実験は全部大切なんですけ

れども、やはり当然、その臭いがあの卵の腐ったようなというか、硫黄の

臭いというか、そんな臭いが出るんですけれども、それがやはりかなりの

濃度だったり、狭いところでやったりすると、そういう臭いを直接嗅いで、

で、気分が悪くなっちゃったりとか、あとはやはり話聞くと、１人がそう

なっちゃったんで、その流れで便乗、便乗というか、相乗効果という、ち

ょっと言い方は難しいんですが、それでやっぱり何か気持ち悪くなっちゃ

って、下館南中はやはり救急車でかなりの台数が来て運ばれたという話は

あるんですけれども、その辺のところはどんなシチュエーションだったの

かと細かいところは何とも分からないところなんですけれども、どちらも

硫化水素の実験でした。なので、ちょうどこの５月２４日に１回目発生し

たときに、すぐに結城の３つの中学校には確認して、終わっているのか、

これからやるんであれば気をつけてということでは注意喚起をさせていた

だいて、進めてはいたんですが、そういう状況でございます。

中村委員 私ももう何回もこれやっていたけれども、あと、これにあまり意味を感

じないんだよね。何でやるんだろうという、これはウェブサイトとかネッ

トで問題視していましたけれども、確かにこれはすごくダイナミックさを

子供たちに体験させられるんですよ。でも、それでいいのかという思いは

するんですよね。普通こういうのは、これ毒でしょう。普通はドラフトの

中でやるんですよ、大体。それが一般的で、それが安全教育だと思うんで

すよ。それ、換気も強制換気しなきゃ絶対駄目なんですよね。窓開けまし

ょうじゃ絶対これ駄目です。あれはおかしいと思うんですよ。これ、昔か

らですから。ただし、おもしろいんです、これは。確かにおもしろい。で

もそれで、きっと変わるんじゃないの、きっと来年、次回は。こう取り上

げるその題材とすれば、これはどうなんですかね、違うものをやっちゃっ

ちゃ駄目なのかね、化学反応。

指導課長 化学反応の中では、やはり一番事象的に、当然刺激臭が出るし、あとは、

その反応している様子がやはり内容的には。

中村委員 びっくりするんですよ。もう格好いいとか、ダイナミックなんですよ。

それは分かるんだけれども……

指導課長 危険と裏腹というか、そこら辺は当然。

中村委員 もうこれは優先させるのは何だということになったら、だからそれだけ

気持ち悪い子が出てきて、中には、だって弱い子はあれ中毒しますよね。

だから、そういった今度、問題点は少し注視していったほうがいいかもし

れないよね。あれ何かおかしいなと思ったんで、こんな臭いの何でやるん

だろうと思って。臭いはいずれにしても、その毒性があるものをね。すみ

ません、まあそれは分かりました。硫化水素ね。

もう一つは、そのタブレットメモの云々というくだりなんだけれども、

これ何、誰のタブレットを誰が見ちゃう。

教育長 実は、ニュースでも結構大きく取り上げられて、新聞でもワイドショー
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でもやっていて、先生が担任だか何だか、このタブレットを指導で使って

いて、それを開いたまま、そのまま職員室に戻ったらしい、何か用事があ

って。で、そこにメモしてあったのがいろいろと見られてしまった。

中村委員 その個人情報が。

教育長 書いてあったのを全部見ちゃったと。それを見て子供たちはショックを

受けた。で、どうしてくれるんだと、処分の対象になると思うんですけれ

ども。ですのでやっぱり、今、タブレットとか何かありますけれども、先

生らももちろんそうですけれども、子供たちも意外とそのペン書きで簡単

に消せるんですよね。で、消さないで、そんなの死ねとか何とかというの

を書いて、それなんか送っちゃったらとんでもないんで、それはもう教育

委員会のほうでも指導は徹底しようと思っているんですけれども、そうい

う事案があったということで。

中村委員 先生の管理不足だね。

教育長 だと思います。

中村委員 これはもう今に始まったことじゃなくて、タブレットとかいろんなそう

いう新しい機器が入ってきたら、それに呼応したやっぱり対策を取らなき

ゃ、やっぱり駄目なんだよね、それがプロだと思うんだよね。特に、学校

現場にいる教員であれば、なおさら。

分かりました。これからいろいろＡＩとかのチャットＧＰＴとかいろん

な問題があって、それをどういかすか、評価に使えるのかとかといった、

問題たくさんありますけれどもね、もう考えていかなきゃならないですよ

ね。

教育長 はい。ありがとうございます。

ほかいかがでしょうか。

赤木委員。

赤木委員 １点、夏期休業に向けて、大きな３番の（２）、（３）あたりなんですけ

れども、（２）の水難事故、交通事故、これは直接命に関わる指導というこ

とになりますよね。それから、３つ目の通学路危険点検箇所、これは日常

生活の中での危険予知能力の育成という部分かな、そういうふうな形にな

るかと思うんですが、そのあたりのところを現在の学校ではどういう指導

がなされているのか、分かる範囲で結構なんですが、もし分かったら教え

ていただければと思います。

教育長 まずじゃ、湯本課長。

指導課長 水難事故防止につきましては、水泳指導の徹底ということで、結城市の

学校におきましては、ささはら水泳塾さんのほうが直接学校に出向いてく

れて、昨年も私の学校もそうだったんですけれども、その水難事故防止で

ペットボトルを使った本当に実践を交えた、実際に水難事故防止というこ

とで、実技指導をしていただくのと同時に、やはり本当に何回言っても本

当に言い過ぎないぐらい、特に土日の前だったりとかは、今は子供たち、

水路に行ったりとかというのはあまりしないかと思うんですけれども、そ
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ういう実際の危険な場所はここだから、ここに行っちゃ駄目だよというこ

とでの指導のほうは、進めているところだと思います。

あと、交通事故防止につきましては、各学校ともに危険箇所、通学路マ

ップなんていうのをよく作って、そこに写真なんかを載せて、ここのとこ

ろは危険だからということで周知のほうをしているのと、特に夏期休業前

に向けては、子供たちへの指導を、特に夏休み前の１回２回ではなくて、

全校でやったり、ブロックでやったり、クラスでやったり、また個人的に

指導したりということで進めているところかと思います。

通学路危険箇所については、先ほどもお話しさせていただいたとおり、

先生たちもその危険箇所というか、通学路を回って、どこが危険なのかと

いうのを、去年、江川南小なんかはそうなんですけれども、保護者の方々

と一緒に除草作業をした後に、実際に先生方もグループで通学路を回りま

しょうといって、そこを写真撮ってきて、先生たちもそこの実地検証とい

う言い方も変なんですが、そういうことをして、あと、それで危険な箇所

があれば学校教育課にお願いして、去年は何か所かこういうところを直し

てもらったとか、ここの草を刈ってもらったりとか、そういうことではや

ってもらったということもあるので、やはり教職員が意識をやはり持って

おかないと、当事者意識というんじゃないですけれども、それをやっぱり

持って進めていくということで、特にこれから夏休み、夏期休業前に向け

ては、各学校のほうにも指導をしていきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。

赤木委員 ありがとうございます。

やっぱり命の大切さという部分については、本当に今課長さんがおっし

ゃったように、繰り返し繰り返しだと思うんですが、やっぱり大事なのは、

こっちから命は大事なんだよ、大事なんだよ、気をつけろよということよ

りも、やっぱり考えながら子供たちに議論させる、そういう機会を多く持

ったほうがいいんじゃないかな、一時期、考え、議論する道徳なんてあり

ましたよね。そういう授業の中でも子供たちが自分のものとして考えて、

ガチャガチャガチャガチャ話し合いながら、じゃどうしていこうというよ

うなことを決められるように、そういう機会を増やすということが大事な

のかなと思うんです。

それから私は、本当に結城中学校に勤務していた頃、若い頃、２年連続、

鬼怒川で水死事故がありました。やっぱり結城市にとっては本当に大きな

痛い経験なんですけれども、そういうものも、子供たちにこういうことも

あったんだ、こんなときに保護者の人はこうだったんだ、学校の先生はこ

うだったんだ、周りの友達はこうだったんだ、そういうものを伝えられる

ような機会というかね、過去の嫌なことはあまりほじくり出したくはない

と思うんですけれども、それでも、そういうふうな形で１人の命がなくな

ったことによってどれだけ周りに大きな影響があるのかなんていうことも

実際に伝えていく必要があるのかなと思います。
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それから、危険予知能力という部分なんですが、かつて城西小学校で、

あれＰＴＡか何かの予算を借りながら、スタントマンが来て、自転車でぶ

つかる、ありますよね。あれ、何かこの間、たまたま夕方のニュースで栃

木放送かな、なんかを見ていたらば、やっぱり下野かどこかでやって、本

当に中学生があんな怖いんじゃもう絶対ヘルメットはきちっとやって走る

んだとか、横断歩道では歩いている人がいたらば、ベビーカーの人がいた

らば、絶対止まるように気をつけますなんてやっていましたけれども、そ

ういうやっぱり体験というか、疑似体験でいいと思うんですが、体験なん

かを用いたその危険や予知脳力を高める機会というものを増やすといいの

かなと思いますね。ただ、あれを呼ぶとなると、かなりの金額がいるらし

いですよね。だから、そこらのところは検討課題になるかと思うんですが、

よろしくお願いしたいと思います。

教育長 おととし、上山川小学校でやりましたよね、スタントマン。だから、あ

れは警察を通しているんで、そんなお金のこと何だかんだ言っていなかっ

たんで、各学校でこういうのがあるというの分かると応募してくれて、や

ってくれているようなところもありますので、ぜひね、そういうのがあっ

たら。

赤木委員 ぜひやってもらうといいですよね。

教育長 はい。ありがとうございます。

あと、結城中で２人亡くなったのも、この前も着衣泳、ささはらさんの

には私毎年行っているんですけれども、そこで消防署の方が来ていて、今

年代わっちゃったんですけれども、去年はそれ消防署の副署長さんが、私

の２個先輩と１個先輩だったんですと言って、だからそれを語ってくれた

んです。だから、そういうことを語ってくれるというのは、やっぱり本当

に子供たちにとっても、その当事者意識というか、物すごく真剣に考える

機会になったなと思ってすごく感謝しましたね。おととしは絹川小で、何

事もなかったように今済んでいますけれども、流されて、たまたま釣りを

していた方に抱きかかえられて、それで助かったというのがあるんで、絶

対にそれはもう川には行かないということで、もう一回指導はしたいと思

う。

赤木委員 やっぱりそういう直面した方の話なんていうのは、説得力もあるでしょ

うしね。お願いしたいと思います。

教育長 ありがとうございます。

岩﨑委員。

岩﨑委員 今、水難事故の話がでましたけれども、私は１回、救出、助けたことが

あるんです。中島橋でバーベキューやっていたら、子供が、結構泳いでい

る子もいるんですよね。で、その子が流されて、近くの人が気がついて飛

び込んだんだけれども、大人も溺れちゃった、服着ていたから。で、たま

たま、私らはバーベキューやるのにスコップ持っていて、スコップ差し出

したらつかまって、２人ともあれだったんですけれども、子供は相当水飲
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んでいましたよ、ゲホゲホやってたから。そういうのを今何かちょっと聞

いたらちょっと思い出したんですけれども、結構テレビでもやっています

けれども、助けに行って一緒にということがやっぱり実際にこういうふう

に起きるんだよなと。そういうのを見たときは、できるだけ水の中に入ら

ないで助けられる方法をというのが、たまたまそのときはできたのでよか

ったですけれども、結構そういうものが結構身近にはあるのかなと思いま

した。事例として。

それと、もう一つ別で、先ほど、管内の教育長会議の中で、特別支援の

児童の指導がなかなか大変だというお話があって、保護者に対するいろん

な対応というのも大変だというお話がありましたけれども、これ実際、結

城市ではどんな感じでその辺はやられているのか、ちょっと分かる範囲で

結構なんで、もし、話していただければ。

教育長 湯本課長。

指導課長 市内に１２校あるんですけれども、どこの学校にも特別支援の学級が存

在します。多分、特別支援の学級の中でも、知的学級、あとは自情学級、

あと言語学級ということで、３つの種類があるんですけれども、知的学級

というのはどちらかというと、学力的に厳しいお子さんが知的学級へ、情

緒学級というのは、学力はそこそこあるんだけれども、教室から外に出ち

ゃったりとか、なかなか落ち着いて学習できなかったりとか、そういう子

供がその情緒学級に入ります。あと言語学級は、もともと言葉がうまく話

せないお子さんがその学級に行って、学習する、大体この３つの学級が存

在するんですけれども、その中である程度３つのところのクラスに入るか、

それを市内の特別支援の担当の先生だったり、当然教育委員会だったり、

特別支援学校の先生だったりが会議をして、この子は知的学級に入ったほ

うがいい、あとは情緒学級に入ったほうがいい、言語学級に入ったほうが

いいという、そういう会議なんかも持っているんですけれども、最終的に

はそこで認定というか、入ったほうがいいんじゃないかというふうに言う

んですけれども、最終的には、保護者の方々の同意がないとその学級には

入れないという形になるんです。

当然、その特別支援学級に入るとなると、もともといた学級じゃない学

級に学習に行くんですけれども、それがもともとの在籍の子であれば、１

週間の時間割の半分をそっちに学習しに行くという決まりになっていまし

て、あとは、今年度からかなり国とか県から言われている通級指導という

のがありまして、それはもともと通常学級には在籍しているんですけれど

も、国語だったり算数だったり、苦手な教科についてはそちらの特別支援

の学級に行ってもいいという、そういう学級が通級のやり方をしている形

になっています。

特別支援の先生方も複数の学級もあれば、当然、その特別支援の先生方

の中でいろんな会議を持って、その一人一人の子供への対応の仕方だとか

支援の仕方について、話合いしたりとか、実際にチームを組んで進めてい
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るんですけれども、なかなかやはり想定外のことが起きたり、あとは、そ

の子供の一人一人のその特質が違うので、全部一律に同じというわけには

いかないので、その一人一人への対応に今先生方が苦慮しているという状

況になっています。

結城市は、そういう子供たちも含めてなんですけれども、特別支援教育

支援員さんというのが各学校に配置されていまして、市内３５人の、教員

免許は持っていないんですけれども、そういう配慮を要する児童生徒に対

してのサポートのために配置をしています。それはその１人の子のために

１人がつくという感じなんで、本当にピンポイントで支援のほうはしてい

くという今状況になっているので、昨日の教育長会議の中でも、ほかの市

町の話もいろんな市町から話が出た中では、そういう特別支援に関して、

すごくこう手厚く結城は一番やはり、県西管内からいえばかなりお金をか

けていただいて進めてもらっているというのが、昨日、ある程度ほかの市

町の話を聞くと分かったというか、ほかの市のお話ってなかなか聞けない

んですけれども、やはりこれだけ特別支援教育支援員が入っているところ

ってほかにはないですし、あとは、特別支援教育支援員さんだけではなく

て、市で独自にやはり予算化してくださって、市のＴＴの先生とかといっ

て、各学校に配置する先生なんかも人数的にはかなり入れているので、そ

ういう点からすると、人的にある程度かけているんですけれども、なかな

かやはりその一人一人で対しての細かいところまでの支援というところが、

うまくいくケースもあるんですけれども、うまくいかないケースもあるの

で、当然、教育委員会のほうにもいろいろ保護者の方々からのお話だった

り、あとは、学校の対応だったりをいろいろと聞いて、委員会のほうから

もいろんな会議のほうに顔を出させてもらったり、あとは当然、学校だけ

じゃなくて、今、特別支援学校とのつながりがすごく言われていまして、

昔はやっぱり特別支援学校となると、ちょっと遠慮しちゃうというか、ち

ょっと一線を画したいというか、そういう意識もあったんですけれども、

今は逆に特別支援学校のほうがすごく細かく、学校はきめ細やかな支援を

していただけるというのがだんだん保護者の方々にも浸透している部分も

あるので、昔ほど、言い方は悪いんですけれども、昔はちょっとその抵抗

あった、当然、特別支援学校も抵抗あるし、特別支援学級も抵抗あったか

と思うんですけれども、今は少しずつそういう意識が薄れて、やはり個別

に面倒を見てもらえるんであれば、そういう選択肢もあるかなということ

で、ここ最近、やはり何件か特別支援学校の説明会に行きたいとか、体験

入学したいとか、そういう話もこうたくさん出ているところもあるので、

そういった形で、一番その子に対してのどういうニーズというか、どうい

う支援の仕方が一番いいのかというのを、本来であればそのお子さんに対

してなんですけれども、特別支援に関しては子供だけではなかなか難しい

ので、保護者だったり、あとは、ちょっと言い方は悪いんですけれども、

おじいちゃんとかおばあちゃんだったり、家族の問題みたいな部分もある
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ので、そこら辺は一つずつ丁寧に、その学校に対して、その子に対しての

支援をこれからも進めていかなくちゃならないのかなということでは考え

ているんですが、非常に結城自体からすれば、すごくそういう特別支援教

育に対してはすごく意識が高く、当然、教育委員会のほうでもケアしても

らっているというのが今の状況でございます。

岩﨑委員 ありがとうございます。

保護者のケアというか、保護者の対応の中で一番大変な部分というのは、

どういう部分なんですか。

指導課長 そうですね、やはり、言葉は悪いんですけれども、私の子がとか、自分

の子に限ってとか、そういうのって、やっぱりその子供の障害をなかなか

やっぱり受け入れられない。やっぱり自分の子は本当に普通にこう育てた

つもりなのに、こんな教室の中で騒いじゃったりとか、なかなかそれは受

け入れられないから、なかなかそれを前向きに捉えることができなくて、

少し子供と距離を置いちゃうとか、何でできないのとかと言って、しかっ

ちゃったりだとか、どちらかというと、それをみんなで許容していこう、

その子を面倒見ていこうという意識を持てない保護者も今結構多いので、

やっぱり今のいろんなニュースなんか見ると、子供を虐待しちゃったりと

か、自分の子供をたたいちゃったりとか、食べ物をあげなかったりなんて

いうのも、結構事情としてあると思うんですけれども、そういう、こうど

ちらかというと、そういう保護者の方々をどうやって学校だったり教育委

員会だったり、様々な教育機関でサポートしていくかというのが今やっぱ

り一番、やっぱりお母さんたちと私たちは一緒に考えますよというその共

感する姿勢というんですかね、そういうのはやはり周りが持たないと、そ

のお母さんが逆に暴走しちゃうと、本当に殴っちゃうとか、当然、お母さ

んだけじゃなくてお父さんもそうなんですけれども、殴っちゃったりとか、

そちらに走ってしまうという可能性もあるので、それより学校としては、

一人一人の子供に対してはやはりアンテナを高くして、当然、着替えてい

るときにあざがないのかなとか、あとは、どこかけがしていないのかなと

か、あとは、家での様子なんかを担任の先生だったりいろんな先生が聞い

て、そこで情報をキャッチして、それを保護者だったりお家の人にフィー

ドバックしていったり、一緒に考えていくというか、そういう何か体制づ

くりをしていくことによって、保護者の困り感も少し減るんではないのか

なという感じでは、考えているところでございます。

岩﨑委員 丁寧に。ありがとうございます。

はい。ありがとうございます。

赤木委員 いいですか、関連。

教育長 赤木委員どうぞ。

赤木委員 結城のいいところって、幼保小連携がしっかりとしているのかなと思う

んですね。特別支援指導の中で、例えば幼稚園、保育園の先生方もそこに

加わってくださっていますよね。たまたま私の家の近くにある、あすなろ
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保育園の鈴木先生という、もう７０歳を超えている先生なんですが、その

先生なんか、まだ市のそういう委員なんかもやってくださっていて、やっ

ぱりそのあすなろの保育園なんかも、あれ何学級というんでしたっけ、適

応、特別支援の子を集めて。何か普通の保育園ともう一つあるんですよね、

あれ。情緒障害のある子とか、適応指導とか、そういうことを保護者に対

してもやってくださる。そういう先生が市のそういう大きな組織の特別支

援入級指導とか、そういうのに関わってくれているというのは、保護者に

とっても安心できる部分じゃないですかね。やっぱりそういうのを継続し

ながら、幼保小、幼稚園、保育園と小学校の連携というものを進めていっ

て、対保護者にもそれで入級指導をしてくれば、そういうことは継続的に

取り組んでいただけるといいのかなと思いました。

教育長 ありがとうございました。

よろしいですか、中村委員。

中村委員 すみません。安全管理のことでちょっと、最近のニュースというか、事

柄がちょっと気になったことがあって、１つは、これ市内でも調査済みか

と思うんですが、グラウンド、学校、校庭にくぎが置き去りになっていた

という話ありますよね。くぎって、何か要するに、ロープを止めるコーナ

ーロープとか、くぎだと思うんだけれども、そのほかのくぎもあるだろう

し。市内でも恐らく調査はされたんだと思うんですが。

教育長 安全点検はしていると思うんですけれども、はい。

中村委員 それと併せて、その次にちょっと私の頭をよぎったのは、自分がやっぱ

り指摘されたことで、グラウンドの除草、除草剤をまいたんだよね、私と

教頭さんで。そんなの学校でまいていいのと言われたんですよ、地域の人

に。それでガーンと来てね、そのとおりだと思ったんです。それをきちっ

とやっていれば問題ないし、あとはきちんとした対応というか、子供たち

がいるときにやらないと。それから、その後もそこの除草をしたところ、

除草剤をまいたところに入らないように規制線をつくるとか、何かそうい

うことをやるとか。もう今、学校の除草って、用務員さん１人じゃ絶対で

きないですよね、もう。最低、除草剤はまいちゃいますよね。だからそれ

はきっと注意していかなきゃならないかなと思いがこうよぎったのと、あ

とプール、学校のプール、埼玉かな、学校プールに人が死んでいたという。

これね、プールに私、浮かんでいたり、沈んでいたり、そういう死体があ

ったのかなと思ったんだけれども、違うんだね、あれね。プールの下に死

体があったんだよね。そうすると、学校のプールって、いずれにしても容

易に学校って入れちゃいますよね、まだね。だから、そういったときの安

全管理。恐らく確認十分しているとは思うんだけれども、やっぱり確認す

るということと、あとは、意外と、今は違うかもしれないんだけれども、

学校の施錠、戸締まり事情、意外とルーズなところもあるんですよ。だか

らそれは恐らく警備会社から指摘されるとは思うんだけれども、そういっ

たものもやっぱり再確認をしていく。
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プールって、夏は定期的に使うんで、かなり安全管理ができているんで

すよ。で、いたずらも夏は多いんですよね。何か物を投げられたとか。た

だ、シーズンオフはどうしても目が離れますよね。ところが、プールとい

うのは全然見えない、恐らく常に学校の教員から目が届かない、意外とそ

ういうところにあると思う。そうすると、そういうところにやっぱり確認

というのも定期的にする必要もあるのかなとちょっと思いしたもんだから、

安全管理しっかりと行っていくと。確認していただければ。

教育長 中村委員さんが安全管理ということで、施錠がルーズだともうおっしゃ

るとおりで、今、湯本課長にもそれは徹底するようには指示してあるんで

すけれども、どこでどんな施錠ミスがあったかということ。だからそれと、

この前、結城中学校に不審者が入った件がありまして、新聞にも載ったん

ですけれども、その不審者は小田林から電車に乗ろうとして、門が、４時

半ぐらいだったんですけれども、ちょうど計画訪問で、そのときに門が開

いていたんで入りました。で、結城中学校の東側と西側の昇降口は閉まっ

ていました。ただ、理科室行く通路だけ開いていた。開いていたんで入り

ました。だから、これはもう完璧に学校側のミス、子供たちは全員帰って

いるのに、１回きちんと施錠していなかった。施錠していないで計画訪問

の全体会をやっていると。だから、もうこれは教育委員会でもこれはもう

対策考えなきゃいけないということで、放課後も全て門扉は閉める。誰か

用事がある人は、必ず迎えに来ても開けるし、迎えに来て、中に入る人は

いないと思うんです。外で待っていると思うんで。あとは、施錠は部活の

前に、もう全部出したら必ず１回は施錠してくれ。特に、９月、１０月、

１１月なんて、もうすぐ暗くなっちゃう。暗くなって、部活終わってから、

はい、施錠するなんていったら、泥棒さんどうぞというふうになっちゃう

んで、それはもう明るいうちにきちんと施錠しているんで、吹奏楽とか美

術部なんか中でやっているときには、必ず閉めていて、顧問が鍵を開けて、

そこから出してあげると、それを徹底してくださいということで、やっぱ

りもう安全管理の基礎基本かなということで、教育委員会でもそれは反省

しました。で、指示のほうを徹底するようにお話はさせていただいたとこ

ろです。非常に危ないと思います。

ほかはいかがですか。

田中委員 すみません、２つあるんですが、すみません、話がまた前に戻っちゃう

んですが、教育長会議で発達障害のある子供の保護者がすごい相談できる

ところなんていう話があったかと思うんですが、結城市ではその、私も計

画訪問へ行って、特別支援教育支援員の方が本当すごくよく見てくださっ

ていると感じたんですが、その特別支援教育支援員の方が保護者と直接そ

の子供について話し合ったりとか、そういったことってあるんですかね。

指導課長 特別支援教育支援員さん、勤務時間がある程度決まっていて、普通の教

諭の先生よりも早い時間、１日何時間と決まっているので、大体、朝９時

ぐらいから来て、２時、３時に帰るという形が多いので、なので、直接特
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別支援教育支援員さんと保護者がということはなかなか話が直接はできな

いんですけれども、当然、担任だったり、あとは学校の生徒指導担当の職

員だったりを介して話はするんですけれども、直接その支援員さんからい

ろんな情報を担任だったり、あとは学校でいろんな情報を、このご時世な

ので、いつもいつも注意されることとか怒られるばかりというよりは、ど

っちかというと学校サイドとしても、褒めることとか、今日はできたこと、

どういうことかななんていうのを聞くようにして、それを保護者に伝える

と。今日頑張ったこととかそういう賞賛できるようなことをやっぱり保護

者に伝えると、保護者もやはり気持ち的にもちょっと違うところもあるし、

どっちかというとやっぱりいつも学校とかから電話かかってくると、親っ

て、ああ、うちの子何かやっちゃったんじゃないかとか、何か悪さしたん

じゃないかという形になっちゃうと思うんですけれども、極力、市内の学

校というか、学校の先生方にも含めて、先生方を含めてなんですが、褒め

ることとかできたことをやっぱり保護者に伝えていく。特に、特別支援学

級の子の保護者については、その点を電話でもいいし、あとは連絡帳でも

いいし、いろんな形で褒められるような、あと頑張ったこととかを書ける

ように、そういうことをどんどん保護者に伝えていくことによって、いい

ことを伝えていくことによって、何か少しでもその改善できることがあれ

ばという方向で進めてくださいということでは、話はしているところなん

ですけれども。

田中委員 なるほど。その勤務時間の縛りがあるとは思うのですが、本当にきっと

よく分かっていると思うんですよね、日中、本当ずっと一緒に過ごす。

その何か直接関われれば、直接話せれば担任の先生もちょっと楽になる

かなと。やっぱりほかの子も何人もいるし。何か本当そういうことができ

ればいいななんて、ちょっと思いました。

指導課長 ありがとうございます。

田中委員 あともう一点は、部活動の地域移行の話で、各地域からいろいろな報告

があったということで、私、６年生を持つ保護者なので、ちょっと気にな

るところで、うちの地域のほうからどのような報告をされたのかというの

と、あとは、これいいなという報告があったとしたらお聞きしたいなと思

いました。

教育長 要点をまとめて。

指導課長 先ほどもちょっと話させていただいたんですけれども、当然、結城市と

しては、もう今年度ある程度移行して、少しでも移行していこうというこ

とで、今年度の後半から、部活動限定になっちゃうんですけれども、進め

ていくということで考えているのと、あとはやはり、幾つかの中学校が合

わさって合同チームつくるとか、やはりそういうところからスタートして

いくしかないのと、あとはやはり受皿、その指導員をとにかくある程度数

が確保できれば、その方々に頑張っていただいて、新しいチームをつくっ

ていくとか、新しい集団をつくっていくとかという形で進められればとい
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う話したところでございます。大体どこの市町もそんな感じの回答でござ

いました。何かあまりこれだよという感じではなかったです。

田中委員 分かりました。やっぱり地域柄、何かもうやっぱりつくばとか水戸とか、

すぐ近くにクラブチームがあるところだったら、本当に送迎も楽だし、行

けるんですけれども、こういった地域、やっぱり難しいんだろうなという

ふうには思っています。分かりました。ありがとうございます。

中村委員 途中ですみません。関連して。

今、結城市では中学校の部活というのは、全員入部制ですか。

指導課長 いや、違います。

希望です。あとは当然、校外部という、もうだから本当に違う市でやって

いたり、あと違うクラブチームでやっていたり、そういう割合がどんどん

増えてます。

中村委員 それは本当なんですか。本当なんですかという言い方は変だけれども、

本当に全くフリーで子供が選べる、まあ親も関わると思うんですが、部活

の入部は自由。各学校も同じようなレベルで。

指導課長 そうですね、はい。

中村委員 そういう措置を。それがまず私はスタートだと思うんです、その地域移

行については。だから今課長がおっしゃったように、だんだんやっぱりそ

ういうふうにできるところからやっていかないと。何か暗礁に乗り上がっ

ちゃったんじゃね。せめて動いていないとね。

教育長 私が５年間いたときにも、一応、自由だったんですよ。自由といっても、

みんな入っちゃうんです。やっぱり友達が入っているから。何もそんな入

る必要ないのにと言っているの、みんな入っちゃっている。もう自由です

よと、もうそれは言っているんです。で、今も大分その自由というのが浸

透してきて、もちろん、今までだったら、サッカーのクラブチームに入っ

ているんだったら、全員学校の文化部に入って、サッカー行っているとか、

そういうのをやっていたのが全くそういうのがなくて、だからその種目も、

ダンスがあったりといろんなのがあると思います。

中村委員 そう、だからその地域に、同時並行じゃないと駄目なんですよ。完全自

由選択で、部活に入らなくてもいい。その代わり、地域にはこんないいサ

ークルがあるよとかと、それなんですよね。だからそれ両方こう並行して

いかないと、やっぱり総合型の地域スポーツクラブがいいかなと思うんで

すよ。ちょっと私、しつこくそれにこだわっていて、本当にやっぱり。

教育長 議員さんでも一生懸命やってくださっている方がいらっしゃるんで、だ

からもう誰もが総合型地域スポーツクラブがいいというんじゃなくて、例

えば文化スポーツ事業団でやっている、それだっていろいろあるんで、そ

れはこれから考えていかなきゃいけないし、なかなか一朝一夕に、はい、

じゃ出ましょう、そういう話はいっぱい出ているんですって。だからそれ

が形にまだなってきていない。ただ、そういうのはできつつあるのは事実

なんで、それをじゃ早くやってくれというんじゃ、誰が言うのかと、結局、
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もう自然発生的にするしかないんで、学校側がやってくださいなんていう

こともできませんし、だから教育委員会としてもそれは、教育委員会の仕

事でははっきり言って、ないと思う。それはもうクラブチームの責任にお

いてできるものであって、そうしなかったら、いつまでもその部活という

のは、クラブというのが学校から離れない、教育委員会から離れないもの

になってしまう。だからそのためにも、その受皿というのは大事かなとい

うふうに感じがしますね。

中村委員 公民館でやっぱり立ち上げようという、そういうような動きもあっても

いいと思って、私は自分で現職のときに、私は結城市子ども科学サークル

というのを立ち上げた。で、五、六年やったんですけれども、学校のやっ

ぱり教員、先生方、理科の先生が手助けをしてくれて、あとは一般の方が

手助けしてくれて、結構そこに子供たちが来るんですね。ところが部活で

縛られちゃっていたんで、結局はそこでそれがネックになっていたんで。

スポーツだけじゃないんですよ、その子供たちがやっぱり活動できる対象

というのは、そういう文化的なものもあって十分いいわけなんで、そうい

ったものをやっぱり総合的にこう考えていくというのがいいかなと思って、

だからそれはトータルプランナーがやっぱり必要かなと思うんですね。そ

れで、どうしてもやっぱりその大変だけれども、やっぱり行政の指導力と

いうのが結構大きいなと思うんで。

すみません、いろいろ申し上げました。

教育長 あくまでも、私なんかはもう学校とか、そういう教育委員会からは離し

てもらいたい。とにかくもう好きなところで。だから、学校に部活がなく

なっちゃうといううわさだから、ほかのクラブチームに入りました。どう

ぞ、お子さんの希望するところで活動してください。という考えです。

その他よろしいですか。

（発言する者なし）

教育長 ありがとうございました。

それでは、以上で教育委員会の６月定例会を終了いたします。

午後２時４０分 閉 会

上議事録は事実に相違するところがないことを認め，下に署名する。

結城市教育委員会教育長
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